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⚫ 「追加性（additionality）」とは一般的に、クレジット
のインセンティブが無ければ、プロジェクトが起こらなかっ
たことを示すもの。

⚫ JCMのルール＆ガイドラインでは明記なし。方法論の適
格性要件はあり。

⚫ 6条ガイダンス（Decision 2/CMA.3, Annex）では、
ITMOs from a cooperative approach are 
Real, verified and additionalであることという記載
あり。

①JCMにおいて「追加性」の問題をどう捉えるか？

1

適用基準作成に当たって検討したポイント

②日本企業による資金貢献のタイミングをどう考えるか？

③JCM化できるのは事業の「どの時点まで」なのか？

④例外：公的資金支援と農業・森林

2025年11月18日にいったん公表の後、一部修正して12月8日に再公表。

⚫ 日本企業がプロジェクトの組成段階から関与せず、事
後的に資金貢献する案件/クレジット買取案件（オフ
テイク型）がJCMとして認められるか否か。

⚫ 民間JCMか/公的資金を利用したJCMなのか。

⚫ 環境十全性が確保されているプロジェクトであることが
前提。それを事業者が「説明可能」なのか。

⚫ 「事情変更」が起こりうるのは、FIDまでなのか、調達・
建設時点までか？

⚫ その時点までに、何を相手国に提出している必要があ
るのか。⇒ JCMではPIN提出を起点に。

⚫ 民間JCMか公的資金を利用したJCMなのか。

⚫ 環境十全性が確保されているプロジェクトであることが
前提。事業者が「説明可能」なのか。

⚫ 政府補助金、JBIC等の公的資金支援を受けたプロ
ジェクトは、「JCMクレジット化」を前提とした公的支援
が無ければ成立し得ないプロジェクトと考えられる。⇒ 
それぞれの支援スキームのタイムラインを許容

⑤日本企業の役割と定量化

⚫ 資金貢献は定性的な説明ではなく、定量的に説明さ
れるべき。
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＜適用基準・掲載先＞

◎JCM実施機構 (JCMA)
https://gec.jp/jcm/agency/JCM_application_criteria_ja.pdf

◎環境省
https://www.env.go.jp/content/000358260.pdf


